
成年後見制度利用支援事業 

別紙１ 

 

《申立費用の内訳書》＊支払った金額が分かる資料の提出が必須です。 

申立手数料 円 

登記手数料 円 

郵便切手代 円 

鑑定料 《＊》 円 

医師の診断書作成費用 《＊》 円 

成年被後見人等の住民票請求手数料《＊》 円 

〃 戸籍謄本請求手数料 《＊》 円 

〃 登記されていないことの証明書請求手数料 円 

 

【添付書類チェックリスト】 

□ 成年後見等に関する登記事項証明書の写し（発行から６か月以内のもの） 

□ 申請者の本人確認ができる書類の写し《★》 

□ 成年後見等開始の審判請求に係る審判書謄本の写し 

□ 住民票の写し《★》（発行から６か月以内のもの） 

□ 生活保護法による被保護世帯に属する者である場合は、その確認ができる

書類《★》 

□ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯に属する

者である場合は、その確認ができる書類《★》 

□ 属する世帯全員の市民税が非課税であることを証する書類《★》 

□ 属する世帯全員の預貯金残高が確認できる書類 

□ 属する世帯全員の資産状況等を証する書類 

□ 申立費用の内訳が確認できる書類 

 

★が付いている項目は、新座市に住民登録がある方については、個人情報利

用目的外利用同意書をもって代えることができる場合があります。 

なお、生活保護受給者世帯もしくは中国残留邦人支援給付の受給世帯につい

ては、実施機関が新座市の方のみ個人情報利用目的外利用同意書をもって添付

資料に代えることができます。 

 

 

 

 



成年後見制度利用支援事業 

個人情報利用目的外利用同意書（世帯確認用） 

 

  年  月  日 

 

本同意書を提出した日から対象者が成年後見制度の利用を終了するまでの期

間、以下の者の住民基本台帳情報、所得情報、年金情報、市税等の課税情報、

介護保険情報、生活保護情報及び障がい者に係る情報等に関して、関連部局に

確認することに同意します。 

同意者 

※  対象者及び対象者と同一世帯に属する全ての方 

同意者住所及び氏名 続柄 
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※ 確認した個人情報は、その目的の範囲を超えて利用することはありません。  


